
 

 

   ○宮崎大学国際連携機構規則 
 
 
                            令和４年９月 22 日 
                            制       定 
 
 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第 12 条第３項の規定に基づき、宮崎大学国
際連携機構（以下「機構」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
 （目的） 
第２条 機構は、宮崎大学（以下「本学」という。）の国際戦略に基づき、国際学術研究・国際教
育及び国際協力を推進し、本学及び地域社会の国際化に貢献することを目的とする。また、多様
な言語及び文化（以下「多言語多文化」という。）に関する教育及び研究を通じて、国際性豊か
な人材を育成するとともに、その成果を還元することにより社会の発展に寄与することを目的と
する。 

 
 （組織及び業務） 
第３条 前条の目的を達成するため、機構に国際連携センター及び多言語多文化教育研究センター
を置き、各センターは次項及び第３項に規定する業務を行う。 

２ 国際連携センターは、次の業務を行う。 
(1) 国際事業の企画に関すること。 
(2) 外国の大学等との学術研究・教育連携及び交流協定締結に関すること。 
(3) 外国人留学生及び外国人研究者等に対する日本語教育・日本事情講義並びに生活・就学上の

助言に関すること。 
(4) 短期留学プログラムの実施並びに海外留学を希望する学生に対する情報提供及び指導助言に

関すること。 
(5) 開発途上国等に対する国際協力事業に関すること。 
(6) その他国際連携センターに関し必要なこと。 
３ 多言語多文化教育研究センターは、次の業務を行う。 
(1) 多言語多文化に関する教育及び研究に係る企画・立案に関すること。 
(2) 多言語多文化に関する授業科目の担当に関すること。 
(3) 多言語多文化に関する研究及び調査に関すること。 
(4) 多言語多文化に関する教育方法の改善、開発等の研究及び調査に関すること。 
(5) 多言語多文化に関する教育を担当する教員（兼担・兼任を含む。）の教育能力の開発・向上

等に関すること。 
(6) 専門教育と連携した多言語多文化に関する教育のプログラムに関すること。 
(7) 多言語多文化に関する学内外の部署との連携による教育及び研究に関すること。 
(8) 海外留学語学プログラムの開発に関すること。 
(9) 留学生受入れに伴う日本語教育及び海外派遣学生に対する語学教育に関すること。 
(10) 海外の日本語教員の語学研修支援に関すること。 
(11) 海外教育研究施設との学術交流及び学生交流の推進支援に関すること。 
(12) その他多言語多文化教育研究センターに関し必要なこと。 

 
 （部門） 
第４条 国際連携センターに、次に掲げる部門を置く。 
(1) 国際連携部門 
(2) 留学生支援部門 
(3) グローバル化推進部門 
２ 多言語多文化教育研究センターに、次に掲げる部門を置く。 
(1) 英語部門 
(2) アジア・ヨーロッパ系部門 
(3) 日本語教育部門 
３ 部門の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （機構事務部） 
第５条 第２条の目的を達成するため及び前条に規定する部門に関する事務その他機構の事務を行
うため、機構に事務部（以下「機構事務部」という。）を置く。 

 



 

 

２ 機構事務部の業務に関しては、宮崎大学事務組織規程及び宮崎大学国際連携機構事務部事務分
掌規程の定めるところによる。 

 
 （職員） 
第６条 機構に、次に掲げる職員を置く。 
(1) 機構長 
(2) 副機構長  
(3) センター長  
(4) 副センター長  
(5) 部門長  
(6) 部門員  
(7) 機構事務部の職員 
(8) その他必要な職員 

 
 （機構長） 
第７条 機構長は、機構の業務を掌理する。 
２ 機構長は、副学長（教育・学生担当）をもって充てる。 
 
 （副機構長） 
第８条 副機構長は、機構長を補佐する。 
２ 副機構長は、副学長（国際連携担当）をもって充てる。 
 
 （センター長） 
第９条 センター長は、各センターの業務を統括する。 
２ センター長は、副学長（国際連携担当）をもって充てる。 
 
 （副センター長） 
第１０条 副センター長は、各部門の業務を統括し、センター長を補佐する。 
２ 副センター長は、部門長の中から、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。 
３ 副センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合
の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 
 （部門長） 
第１１条 部門長は、当該部門の業務を掌理する。 
２ 部門長は、本学専任教員の中から、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。 
３ 部門長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、部門長に欠員が生じた場合の後任者の任
期は、前任者の残任期間とする。 

 
 （部門員） 
第１２条 部門員は、各センターの専任教員（特別教員を含む。以下同じ。）、兼担教員、事務職
員、技術職員、教務職員及び非常勤職員をもって充てる。 

 
 （専任教員） 
第１３条 各センターの専任教員は、機構及び当該部門の業務を処理する。 
２ 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。 
 
 （兼担教員） 
第１４条 各センターの兼担教員は、第３条の業務を補助する。 
２ 兼担教員は、各学部長、工学教育研究部長及び学内共同教育研究施設の長の推薦に基づき、学
長が委嘱する。 

３ 兼担教員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
４ 兼担教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
 （国際戦略専門委員） 
第１５条 国際連携センターに、国際戦略専門委員を置くことができる。 
２ 国際戦略専門委員は、センターの各業務に関し専門的知識・見識を有する教員のうちからセン
ター長が委嘱する。 

３ 国際戦略専門委員は、センター長及び副センター長の命を受け、センターの業務の処理に協力
する。 

 



 

 

 （海外感染症情報相談員） 
第１６条 国際連携センターに、海外感染症情報相談員を置くことができる。 
２ 海外感染症情報相談員は、海外の感染症事情及びワクチン接種情報等について専門的知識・見
識を有する教員のうちからセンター長が委嘱する。 

３ 海外感染症情報相談員は、センター長の命を受け、海外渡航予定の本学学生から相談があった
場合に、必要な情報提供等を行う。 

 
 （機構センター連絡会議） 
第１７条 機構の組織及び運営に関することを協議するため、国際連携機構センター連絡会議（以
下「連絡会議」という。）を置く。 

２ 連絡会議に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （国際連携センター運営委員会） 
第１８条 国際連携センターの運営に関する具体的事項を審議し、事業を円滑に推進するため、国
際連携センター運営委員会を置く。 

２ 国際連携センター運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （多言語多文化教育研究センター運営委員会） 
第１９条 多言語多文化教育研究センターの事業及び運営等に関する基本的事項を審議するため、
多言語多文化教育研究センター運営委員会を置く。 

２ 多言語多文化教育研究センター運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （専任教員会議） 
第２０条 多言語多文化教育研究センターに、同センターの運営に関する具体的事項を審議し、事
業を円滑に推進するため、多言語多文化教育研究センター専任教員会議を置く。 

２ 多言語多文化教育研究センター専任教員会議に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （寄附講座及び寄附研究部門） 
第２１条 各センターに、寄附講座及び寄附研究部門（以下「寄附講座等」という。）を置くこと
ができる。 

２ 各センターに置く寄附講座等に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （雑則） 
第２２条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。 
 
   附 則 
１ この規則は、令和４年 10 月１日から施行する。 
２ 宮崎大学国際連携センター規則（平成 18 年３月 23 日制定）及び宮崎大学多言語多文化教育研
究センター規則（平成 25 年６月 27 日制定）は、廃止する。 

 
 


